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平成 1,9 年 1 0 月 9 日   

愛知県知事 神 田 真 秋 ぉ 娘 
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衣浦港 3 号 弛 廃棄物最終処分場整備事業に 係る 

環境影響評価準備 蓄 について ( 回答 ) 
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当該事業は、 愛知県における 廃棄物最終処分場の 逼迫から、 女捕 港 3 号 地 の埋立用 

材を当初計画の 唆漢土砂や公共残土等から 廃棄物に変更し、 新たな公共関与の 広域的 

廃棄物最終処分場を 整備しようとするものであ る。 

事業者が作成した 環境影響評価準備 書 ( 以下「準備 書 」という。 ) では、 当該事業 

の実施が環境に 及 はす 影響を予測及び 調査した結果、 地域の環境保全の 基準又は目標 

との整合が図られているとともに、 事業計画を策定する 段階で環境に 配慮した事項を 

確実に実施することに ょ り、 事業実施区域周辺の 環境に及ぼす 影響が事業者の 実行可 

能な範囲内で 回避・低減されるものと 判断されている。 

しかしながら、 本町としては、 工事用車両の 運行道路における 騒音や浮遊粒子状物 

質の問題を始め、 如木屋断層帯地震が 発生した場合の 外周護岸の安全性、 事業地の底 

面における不透水性地層の 形成等、 懸念が拭 い 切れない点があ るので、 準備 善 に記載 

の 環境保全対策の 実施はもとより、 ・以下に示す 事項について 適切に対応し、 環境影響 

をさらに軽減するための 配慮をお願いするものであ る。 

1  全般的事項 

ア 事業の実施にあ たっては、 準備 蓄 に記載された 環境保全対策の 実施にとど 

まることなく、 常に最新の技術と 知見の情報収集に 努め、 環境への負荷の 回 

避 ・低減対策に 反映すること。 

イ 工事中及び供用開始後に 準備 書 段階で予測し 得ない環境影響等が 生じた 

場合は、 事業の中断・ 凍結を含め適切な 対応策を講ずること。 

ウ 廃棄物の搬入については、 当然のことながら 臨港道路延長整備区間 ( 臨港 

道路 武 豊美浜 線 ) の完成後とすること。 

エ 徹底した情報公開を 行い、 透明で開かれた 処分場運営を 行 う こと。 また、 

住民等から事業に 対して計画の 内容等について 説明を求められた 場合は、 わ 

かりやすく真摯な 対応をすること。 








